
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6605万人（2023年末，内務省地方行政局統計）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　マハー・ワチラロンコーン・ボディンタラテープパヤワランクーン国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝34.81バーツ，2023年平均）

会計年度　10月～ 9月
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タクシン派と保守勢力の連立政権成立
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概　　況
　2023年 ₈ 月，長年対立してきたタクシン・チンナワット元首相支持派と反タク
シン派保守勢力が手を組み，連立政権を形成した。 5月の下院総選挙で第 1党と
なったのは，王制を含む現体制の改革を訴えた革新派の前進党（Move Forward 

Party）だった。しかし現体制の護持を使命とする連立与党，官僚・国軍，王室支
持者などの保守勢力は，国会の内外から攻撃を加えて前進党を排除し，第 ₂党と
なったタクシン派のタイ貢献党（Pheu Thai Party）と連携して政権にとどまった。
タクシン派が保守勢力に取り込まれたことで，政治の争点はタクシン政治への賛
否から現体制維持の是非に移り，保守派政権と革新派勢力の対立は先鋭化した。
　経済は，長引く製造業の落ち込みから経済成長率が予想を下回る結果となった。
新政権はタイ貢献党が公約で掲げた，国民に電子マネー 1万バーツを配布する
「デジタルウォレット」計画などポピュリスト的政策の実施に奔走する一方，中
長期経済戦略の軸についてはいまだ明確にしていない。また，かねてより注視さ
れてきた家計債務問題に中央銀行が本格的に切り込んだ。
　対外関係では， 1年を通じて経済外交が活発に行われた。特に ₉月に発足した
新政権は「積極的経済外交」を掲げ，外交を通じ米中ロや日韓豪，ASEANと
いった国々に対してタイ向け外国投資の拡大や観光促進を訴えた。一方，安全保
障分野では政権交代後も中立を保ち，ミャンマー軍事政権とも関係を維持するな
ど，「全方位友好」外交を継続した。

国 内 政 治

下院選挙は政治体制改革の賛否が争点に
　下院選挙では，パラン・プラチャーラット党（Palang Pracharat Party: PPRP）を核

2023年のタイ
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とする保守派連立政権が政権にとどまるかどうかが注目されていた。現行憲法の
規定に基づき，各党は立候補登録時に最大 3人の首相候補を指名し，選挙後に国
会上下院合同の750人で首相指名投票を行う。軍事政権に任命された上院議員250
人は，軍政の流れをくむ与党候補を支持することが確実だった。このため首相の
座を獲得するには与党勢力が下院500議席のうち126議席を確保すれば良いのに対
し，野党は下院の75％にあたる376議席以上が必要となる。事前の状況からはど
の党も単独過半数は困難とみられており，連立をめぐる駆け引きが2022年から活
発に行われた。
　問題は対立軸をめぐる妥協の余地がどこにあるかであった。近年のタイ政治は，
「タクシン政治をめぐる賛否」（タクシン派と反タクシン派），「選挙民主主義を支
持するか否か」（民主派と軍政派）に加え，「王制を含む現体制への賛否」（革新派
と保守派）という 3つの対立軸が交差していた。近年は，革新派の野党・前進党
が若年層を中心に支持を広げつつあった。これに危機感を抱いた PPRPなど反タ
クシンの保守派連立与党勢力が，2000年代を通じ対立してきたタクシン派タイ貢
献党に働きかけ，「国民的和解」をうたって連携する可能性も指摘されていた。
　年明けと同時に選挙戦が本格化すると，各党の公約は経済政策に集中した。タ
イ貢献党は2022年末に他党に先駆けて， 1日当たり最低賃金の大幅引き上げ（現
行300バーツ台から全国一律600バーツへ）や，「30バーツ医療制度」こと「ユニ
バーサル・ヘルスケア・カバレッジ」の拡充などの公約を提示した。近年の経済
低迷を踏まえてタクシン政権時代を想起させる政策を掲げ，有権者に自党の政策
運営能力を訴える戦略であった。これに対抗して，PPRPも2023年 1 月に政府が
低所得者向けに発行する「福祉カード」支給金や，児童や高齢者向け手当の引き
上げなどの公約を掲げた。この流れに乗るかたちで，与野党を問わず現金給付や
福祉・公共政策を公約に掲げた結果，選挙戦は「バラマキ合戦」の様相を呈し，
各党の経済政策は類似の内容に収斂した。なかでも話題となったのが，タイ貢献
党が 4月初旬に発表した，16歳以上のタイ国民全員へ電子マネー 1万バーツを給
付する計画である。過熱する「バラマキ」に対し，選挙管理委員会は，財源の明
示を義務付けるなど警告を行った。
　一方政治問題をめぐる立場は二分された。連立与党が政治問題に言及しなかっ
たのに対し，前進党は ｢完全な民主主義の実現」をうたい政治体制改革を前面に
打ち出した。具体的には徴兵制廃止，国軍・警察改革，刑法112条（不敬罪）や同
116条（騒擾煽動教唆罪）およびコンピュータ犯罪法といった市民の政治的自由を
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制限する法律の改正，国民制憲会議による新憲法の制定，クーデタの違法化など
である。対照的に，同じ野党でもタイ貢献党は従来から政治体制改革には慎重
だった。今回の選挙公約でも，現在の対立の原因は不敬罪自体ではなくその運用
にあるとし，｢国王を元首とする民主主義体制 ｣を維持したまま国民の手で憲法
を改正することを主張した ｡現行の政治体制改革への賛否をめぐる各党の態度の
違いがそのまま今回の選挙の争点となり，最終的に与野党間ではなく前進党とそ
れ以外の党との戦いとなることを示唆していた。

PPRPの分裂，野党の優勢
　 1月 ₉日，プラユット・チャンオーチャー首相は小政党のタイ団結国家建国党
（Thai Ruam Sang Chart, United Thai Nation Party: UTN）へ入党した。これまでプラ
ユット首相は政党に属さないまま PPRPの支持を受け，政権を担当してきた。し
かし，PPRP党首であるプラウィット・ウォンスワン副首相との対立が決定的と
なり，次期選挙で PPRPの首相候補に推薦されない可能性が高まった。このため
プラユットは，確実に指名を受けられる小政党からの出馬を決めたとみられる。
プラユットの影響を排除した PPRPはプラウィット党首の下で党勢を整え，ウッ
タマー元党首，タマナット元幹事長など離党していた反プラユット派有力議員も
相次いで復党した。しかし，両者の分裂による党勢の縮小は明らかだった。
　プラユット首相は UTN内の支持を固めた後，任期満了日 3日前の 3月20日に
下院を解散した。これを受け，選挙管理委員会は投票日を 5月14日に決定した。
4月 3日から 4日間の立候補受付期間に選挙管理委員会に提出された候補者数は，
小選挙区が70政党4781人，比例代表が67政党1898人であった。また今回は前回選
挙と異なり，小選挙区比例代表並立制が採用された（選挙制度については後述）。
党の顔となる首相候補は，43政党から63人が登録された。UTNは任期満了後に
暫定首相となったプラユットを，PPRPはプラウィット党首をそれぞれ首相候補
として登録し，また野党陣営では前進党が党首のピター・リムジャルーンラット
を，タイ貢献党は党の実質的首領であるタクシン元首相の次女・ペートーンター
ン・チンナワットに加え，大手不動産ディベロッパー・セーンシリの最高経営責
任者であるセーター・タウィーシンら 3人を候補とした。
　選挙戦は野党勢力の優位が続いた。国立開発行政学院の世論調査機関「NIDA

ポール」の調査結果によれば，タイ貢献党は投票日直前まで支持率第 1位を維持
した（表 1）。政権奪回を狙うタイ貢献党は，過去 4年間に着々と党勢を整えてき
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た。2022年には対話型の政治運動「プアタイ・ファミリー」のリーダーにペー
トーンターンを任命し，積極的に彼女に遊説やソーシャルメディアでの発信を行
わせた。露出を増やし次期首相候補としての立場を固めると同時に，タクシン元
首相の党への支援継続を支持者にアピールする戦略とみられる。戦略は奏功し，
ペートーンターンは首相候補として選挙直前まで支持率首位を維持した。
　前進党も支持率を伸ばした。大規模な反政府集会はみられなくなったものの，
2023年 1 月には収監中の反政府運動参加者の女性 ₂人がハンガーストライキを開
始するなど，抵抗は形を変え継続していた。変化を求める有権者は，政治体制改
革路線を堅持する前進党支持に向かった。さらに，前進党はソーシャルメディア
上で公約や政治集会の動画をシェアし，支持者もそれを積極的にインターネット
上で拡散した。また対話型の集会や地道な選挙活動を通じて，若者から中高年，
都市から地方へと広範な層へのアプローチを試みた。
　野党とは対照的に PPRPは低迷が続き，プラウィット党首は首相候補ランキン
グ外にとどまった。UTNとその首相候補であるプラユットは PPRPに比べ高い
支持を受けたものの，やはり野党勢力には及ばないまま投票日を迎えた。

表 1　NIDAポール「どの政党を支持するか」についての世論調査結果（％）

支持政党 2022年
12月 1 日

2023年 3 月19日 2023年 4 月16日 2023年 5 月 3 日
小選
挙区

比例
代表

小選
挙区

比例
代表

小選
挙区

比例
代表

連
立
与
党

PPRP 4.00 2.15 2.30 10.80 11.40 1.56 1.28
タイ団結国家建国党
（UTN） 6.95 11.75 12.15 2.10 1.80 12.08 12.84

タイ矜持党 5.25 2.70 2.55 3.75 3.00 2.92 2.36
勇敢党 国民開発勇

敢党
1.35 － － 1.50 1.55 1.00 1.00国民開発党 － － －

民主党 5.35 5.40 4.95 4.75 4.50 4.28 3.32

野
党

前進党 13.56 17.40 17.15 20.25 21.85 33.96 35.36
タイ貢献党 42.95 49.75 49.85 47.20 47.00 38.32 37.92
タイ建国党 3.25 2.95 2.60 2.05 2.10 1.60 1.68
自由合力党 3.40 2.60 2.85 2.15 2.65 1.24 1.60

支持政党なし 8.30 2.35 2.35 2.75 2.35 1.68 1.24
その他 － 2.95 3.25 1.75 1.80 1.36 1.40
回答者数（人） 2,000 2,000 2,000 2,000
（出所）NIDA poll “kansamrwat khanaenniyom thang kanmueang raitraimat”（政治に関する四半期世
論調査），2022年第３回から2023年第 3回より筆者作成。
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タイ貢献党の失速，前進党の躍進
　 5月14日に行われた下院総選挙の投票率は，憲政史上最高の75.71％を記録した。
投票結果は，小選挙区と比例代表の双方で，前進党とタイ貢献党の野党 ₂党が大
勝し，UTN，PPRPなど連立与党はいずれも10％台以下の得票率にとどまった（表
₂）。有権者が政治に強く関心を寄せ，現状を拒否し政権交代を切望しているこ

表 2　2023年 5 月14日下院選挙結果

党名
小選挙区 比例代表 合計議席

数（500）得票数 得票率
（％）

議席数
（400） 得票数 得票率

（％）
議席数
（100）

前進党 9,665,433 25.99 112 14,438,851 38.48 39 151
タイ貢献党 9,340,082 25.11 112 10,962,522 29.22 29 141
タイ矜持党 5,133,441 13.80 68 1,138,202 3.03 3 71
PPRP 4,186,441 11.26 39 537,625 1.43 1 40
UTN 3,607,575 9.70 23 4,673,691 12.46 13 36
民主党 2,278,857 6.13 22 925,349 2.47 3 25
国民開発党 585,205 1.57 9 192,497 0.51 1 10
プラチャーチャート党 334,051 0.90 7 602,645 1.61 2 9
タイ建国党 872,893 2.35 5 340,178 0.91 1 6
タイ団結党 94,345 0.25 2 66,830 0.18 0 2
国家開発勇敢党 297,946 0.80 1 212,676 0.57 1 2
自由合力党 277,007 0.74 0 351,376 0.94 1 1
新社会の力党 20,353 0.05 0 177,379 0.47 1 1
新民主主義党 13,583 0.04 0 273,428 0.73 1 1
公正党 9,653 0.03 0 184,817 0.49 1 1
人民教師党 4,464 0.01 0 175,182 0.47 1 1
新党 1,365 0.00 0 249,731 0.67 1 1
タイ地域党 1,202 0.00 0 201,411 0.54 1 1
有効投票数 37,190,071 37,522,746
無効票 1,457,899 1,509,836
白紙票 866,885 482,303
総投票数 39,514,973 39,514,964
有権者総数 52,195,920
投票率 75.71%
（注）得票率は各党の得票数／有効投票数で筆者算出。党名の網掛けは野党。総投票数が有効投
票数・無効票・白紙票の和と一致しないが，選挙管理委員会の公式発表のままとしている。

（出所）2023年５月25日選挙管理委員会発表の公式結果（https://ectreport66.ect.go.th/overview）から
筆者作成。
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とは明らかだった。さらに事前の予想を覆し，前進党が151議席を獲得して第 1
党となる一方，タイ貢献党が結党以降初めて首位を逃し，第 ₂党となった。
　タイ貢献党失速のきっかけを作ったのは，タクシン元首相自身だった。タクシ
ンは2008年に家族の土地取引に関する刑事裁判で有罪判決を受けたものの，服役
を拒否し，亡命先から同党に対し影響力を行使してきた。ところが2023年 3 月，
タクシンは『日本経済新聞』の取材に対し，刑を受け入れて帰国する意思を初め
て表明した（『日本経済新聞』2023年 3 月24日付）。タクシンは以前から不敬罪を
肯定しており，2023年も同様の発言を繰り返して革新派の批判を惹起した（The 
Standard，2023年 1 月30日）。 5月 1日，タクシンは新聞の取材に対し「改めて
帰国の許しを願う」と発言し（Prachachat thurakit，2023年 5 月 ₉ 日），9日には
ソーシャルメディア上で初めて具体的な帰国時期に言及した ｡これにより，かね
てから噂されていた「PPRPなど保守派とタイ貢献党がタクシンの帰国と恩赦を
条件に連立構想を進めている」という「取引」疑惑に批判が集中した。タイ貢献
党関係者は保守派との連携を否定したものの，プラウィットやプラユットは連立
を示唆する発言を繰り返した。改革志向の有権者は，民主派を標榜してきたタイ
貢献党と保守派の妥協を嫌い，改革路線を堅持する前進党に票を投じた。
　2022年に行われた選挙制度改正の影響も大きかった。2019年の選挙では，有権
者は小選挙区比例代表併用制により小選挙区の 1票しか投じることができなかっ
た。そのため，必ずしも自らの政治志向に沿った政党を選ぶのではなく，地元有
力家系が推す候補や自分と関係の深い地元候補に投票した。結果として，そうし
た有力候補を多く擁した PPRPやタイ矜持党，タイ貢献党が小選挙区議席を多数
獲得した。一方，今回の選挙で有権者は小選挙区比例代表並立制のもと小選挙区
と比例代表の ₂票を投じることができた。有権者は，小選挙区では前回と同様に，
所属政党に関係なく地元有力候補に投票した一方，比例代表では自らの政治志向
に合った政党に投票した。表 ₂をみると，野党支持の有権者の票は小選挙区でタ
イ貢献党と前進党に分かれたものの，比例代表では後者が前者を大きく上回った
ことがわかる。

連立をめぐる闘争で前進党を排除
　前進党の躍進で終わった下院選挙だが，いずれの党も首相指名に必要な376議
席には届かなかった。このため事前の予想どおり連立形成が焦点となった。2023
年 5 月18日，前進党とタイ貢献党を核とする旧野党の民主派政党 ₈党が，312議
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席を擁する連立形成を発表した。合意に至る過程では，前進党とタイ貢献党を中
心に首相候補の選出，前進党の公約である不敬罪改正の是非，国会・内閣ポスト
の配分などをめぐり熾烈な折衝が行われたとみられる。最終的に， ₈党は首相候
補をピター前進党党首で一本化することを決め，かわって下院議長候補はタイ貢
献党と近いプラチャーチャート党党首のワンムーハマット・ノーマター（ワン
ノー）を立てることで合意した。また不敬罪改正について連立政党としての政策
は掲げなかったものの，前進党は党公約としてこれを堅持することを宣言した。
　PPRPら保守派勢力にとって王制を含む現体制の維持は使命であり，不敬罪改
正を主張する前進党政権の成立は何としても阻止しなければならなかった。保守
派は司法的措置を含め国会の内外から前進党を攻撃した。 ₇月12日，選挙管理委
員会はピターに対する違憲審査を憲法裁判所に請求することを決定した。これは
ピターが，2007年から活動休止中の放送局 iTVの株式 4万2000株を保有したまま，
国家汚職防止委員会へ申告せずに立候補したことが，メディア企業株式保有者の
立候補を禁じた憲法98条に違反するというものである（ 1）。さらに同日，憲法裁
判所は前進党とピター党首に対する別件の違憲審査請求を受理した。これは不敬
罪改正をうたった前進党の公約が，体制転覆行為を禁じた憲法49条違反にあたる
というものだった（ ₂）。憲法裁判所が（ 1）で違憲と判断すれば，ピターは議員資
格はく奪となり，（ ₂）で違憲となれば，前進党は解党のうえピターを含む党幹部
は10年間の公民権停止の処分を受ける。
　 ₇月13日，国会上下院合同会議で第 1回目の首相選出投票が行われた。ピター
は唯一の首相候補だったが，賛成324票（うち上院13票），反対182票（同34票），棄
権199票（同159票）で過半数には届かず，首相選出は第 ₂回投票に持ち越された。
₇月19日，投票直前に UTN所属の議員が，一度否決された人物を首相候補とし
て再提案するのは一事不再議を定める国会議事運営規則41条違反にあたるとの動
議を提出した。動議は賛成395票，反対317票，棄権 1，欠席44人で可決された。
さらに同日，憲法裁判所がピター個人に対する違憲審査請求（上記 1）を受理し，
ピターの下院議員資格を一時停止する処分を下した。これにより，「ピター政権」
実現への道は完全に断たれた。

タイ貢献党，民主派を離脱し保守派に合流
　タイ貢献党と保守派の連立構想は ₇月末から初旬にかけて一気に話が進んだ。
₇月25日，下院議長となったワンノーが27日に予定されていた第 ₂回首相選出投
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票を延期した。さらに同日，民主派 ₈党連立の会合がタイ貢献党によって突如
キャンセルされた。また政治活動家のチューウィット・カモンウィシット元下院
議員が記者団に対し，タクシンと主要政党の代表者が香港で密談の末，連立組み
替えで合意したと発言した。関係者は「密談」を否定したものの，タクシンと保
守派の間で取引が成立したことは明らかだった。その翌日，ペートーンターンが
自身のソーシャルメディアでタクシンが ₈月10日に帰国すると発表した。そして
₈月 ₂日，タイ貢献党は ₈党連立から離脱しセーターを首相候補に立てるとし，
₈日には旧連立与党タイ矜持党（Phumjaithai Party）などの保守派 5党との連立成
立を発表した。後に PPRPや UTNもこれに加わり，21日には合計11党（314議席）
による連立の成立が宣言された。 ₈月22日，国会で第 ₂回首相選出投票が行われ，
賛成482票（うち上院152票），反対165票（同13票），棄権81（同68票），欠席19人で，
セーターが第30代首相に選出された。
　なお22日の早朝，タクシンがシンガポールから15年ぶりの帰国を果たした。タ
クシンはただちに刑務所に収監されたのち，体調を理由に警察病院へ移送された。
タクシンは31日にワチラロンコーン国王へ恩赦を請願し，申請は同日中に承認さ
れ，タクシンに対する ₈年の刑期は 1年に短縮された。また11月末にはプラユッ
ト元首相が枢密院顧問官に任命され，年末にはタクシンの妹で2011年の政府高官
人事への不正介入容疑により裁判中だったインラック・チンナワット元首相に対
し，最高裁判所政治職者刑事法廷が無罪判決を下した。一連の出来事は，保守派
が権力の座に留まり，タクシン派を掌中に収めたことを改めて知らしめるもの
だった。

セーター内閣発足と革新派の動向
　 ₉月 1日，国王が書類に署名し，新政権が正式に発足した。セーターはタイ名
門家系の出身であり，国軍，官僚，大企業といった保守派ネットワークに連なる
存在であることから保守勢力との関係における障壁は少ない。首相自身は個人的
にタクシン一族と近い関係にあるものの，政治経験はなくタイ貢献党内の権力基
盤も弱い。こうした事情から，セーターはタクシンの影響下にあり，まだ若い
ペートーンターンが次世代リーダーとして経験を積むまでの中継ぎとして，首相
候補に推薦されたものとみられる。セーター政権の組閣は，各党の微妙な均衡の
うえに成り立った事情を反映し，40ある閣僚ポストは連立11党のうち議席数の多
い ₆党で分配された。タイ貢献党は大臣，副大臣あわせて20のポストを確保し，
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首相，財務相（首相が兼務），国防相などの政治的要職を押さえたものの，タイ矜
持党（ポスト ₉）や PPRP（同 4），UTN（同 5）も多く入閣している（章末資料参照）。
₉月の施政方針演説で，セーター首相は電子マネー 1万バーツ給付「デジタル
ウォレット」計画のほか，緊急課題として（ 1）農家・中小企業の債務対策，（ ₂）
電気代・燃料費の引き下げ，（ 3）観光収入増加，（ 4）憲法改正準備を掲げた。
「デジタルウォレット」はタイ貢献党の目玉公約だが，莫大な財源を要すること
から財政への影響を懸念する財務官僚や専門家から反発の声が上がり，年内に具
体的な進捗はみられなかった。もうひとつの目玉だった最低賃金の大幅引き上げ
も，政権と経済団体の間で意見が対立したすえ微増にとどまった（「経済」の項参
照）。憲法改正や国軍改革といった政治改革に関する公約で具体的な動きはなく，
むしろ施政方針演説で教育分野における「国家への忠誠」を強調するなど，保守
派の影響がうかがわれた。他方でタイ貢献党の公約のうち，バンコク都市鉄道 ₂
路線の運賃上限引き下げは， ₉月中に実現した。このようにセーター政権の政策
運営は連立各党や官僚，大企業といった勢力の利害を勘案し，合意できる範囲で
政策を実施するものであり，従来のタイ貢献党の手法とは異なる。
　なお施政方針演説と同日に行われた閣議では，首相を委員長とする「国家ソフ
トパワー戦略委員会」を設置し，副委員長にタイ貢献党のペートーンターンを任
命した。同委員会はクリエイティブ産業や文化・観光産業の拡大をうたったタイ
貢献党の公約を踏まえて設置されたものだが，ペートーンターンに国政の要職で
経験を積ませ，指導者として存在感を高めることを狙った党の戦略を反映した人
事とみられる。10月末にはタイ貢献党の党大会でペートーンターンが党首に選出
され，早くも「ポスト・セーター」に向け体制固めが始まっている。
　一方，新政権発足後も前進党は改革路線を堅持し，野党として2006年以降に訴
追された政治犯に対する恩赦法案や，2006年から国内反体制派取り締まりを担っ
てきた国内安全保障維持本部（ISOC）廃止法案を国会に提出した。こうした革新
派の動きに対し，司法や独立機関を押さえた保守派の攻撃は新政権発足後も続い
た。 ₉月には最高裁判所政治職者刑事法廷が，元新未来党幹部パンニカー・ワ
ニット元下院議員に対し，13年前の行為を王室に対する名誉棄損と認め，政治家
の倫理規定違反で被選挙権を終生はく奪する判決を下した。他にも前進党議員や
反政府運動に参加した大学生らに対し，不敬罪による実刑判決が相次いだ。
　こうした保守派の攻撃をよそに，前進党は高い支持率を維持した。NIDAポー
ルが ₈月20日に発表した世論調査（回答者1310人）では，回答者の約67％がタイ貢
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献党と保守派との「大連立」に反対と回答した。さらに12月に ₂回に分けて行わ
れた支持政党調査（回答者2000人）では，約44％が前進党支持と答え， ₂位のタイ
貢献党（約24％）を引き離した。支持政党と同時に行った首相候補支持をめぐる調
査では39.4％がピターを，22.35％がセーターの名を挙げ，ペートーンターンはわ
ずか5.75％に急落した。多くの有権者がタクシン一族による政権の私物化や保守
派との連携を拒否する一方，前進党への支持が一過性のブームではなく定着しつ
つある様子をうかがわせる。下院選挙とその後の連立形成過程を経て，政治の争
点はタクシン支持の是非から現体制維持の問題に移り，保守派政権と革新派勢力
の対立は先鋭化したといえる。 （青木）

経 済

予想を下回った経済成長率
　2023年のタイの実質国内総生産（GDP）成長率は前年比1.9％と緩やかな成長に
とどまった。年始の成長率予想は3.5％増であったが，期待に反して経済は低調
なまま推移した。年間を通して旺盛な民間需要が経済を下支えした一方，財輸出
が停滞した影響で製造業が減退を続けた。特に第 4四半期には民間需要が横ばい
傾向に陥ったうえ，予算編成の遅れから公共部門の投資が落ち込み，下半期の景
気が下振れした。経済成長は力強さに欠け，新型コロナウイルス禍からの回復は
緩慢としている。
　国内総生産の生産面をみると，主力の製造業が前年比－3.2％，前年同四半期
比は，2022年第 4四半期から 5四半期連続のマイナス成長を記録した。製造業生
産指数（季節調節済み付加価値ベース，2016年＝100）は年間平均で93.12（前年比
－5.1％）と縮小し，四半期別にみると，特に第 4四半期に大きく減退したことが
わかる。製造業のなかでは自動車製造，プリント基板や記憶装置などを含めたコ
ンピュータ・関連部品の生産が減少した。外需の悪化に加え，国内の設備投資，
耐久財消費の停滞といった要因が複合的に影響した。農業は第 1四半期に前年同
期比6.2％の成長を遂げるが，以降は干ばつの影響で減速し，通年では1.9％成長
となった。しかしながら，コメの輸出額は1781億バーツ，輸出量は876万トンと
好調であった。コメの輸出先は，インド政府によるコメの一部禁輸措置から影響
をうけた中東，アフリカ諸国に加えて，干ばつが発生したインドネシアのほか，
マレーシア，フィリピンといった東南アジア向け輸出量が大幅に増加した。サー
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ビス業は，観光業の改善と好調な民間需要により前年比4.3％と大きく成長した。
　支出面では，民間最終消費支出が前年比7.1％増と堅調であった。観光業の改
善によってサービス輸出は38.3％と大きく成長したが，国際収支統計における旅
行収支をみると，旅行受取は2019年の50％ほどにとどまっており，期待されてい
たほど観光業におけるサービス輸出の回復は進まなかった。また，主要貿易国の
外需縮小の影響を受けて，財輸出は－2.8％の成長になった。総固定資本形成は
1.2％増で経済の下支えをしたが，政府最終支出は新型コロナ感染症関連の事業
縮小および予算編成の遅れにより－4.6％と縮小した。2024年度（2023年10月～
2024年9月）予算法案は，総選挙実施と組閣の影響で執行が遅れている。予算発効
は国会審議を経た2024年 4 月を予定しており，政府による新規プロジェクトは遅
延を余儀なくされている。結果として，公共部門の公的固定資本形成は通年で－
4.6％，とりわけ第 4四半期は前年同期比－20.1％となり，下半期の景気回復が十
分に進まない一因となった。
　政策金利は， 1月から小幅な利上げが実施され， ₉月から2013年以来の高金利
となる2.5％を維持している。2023年はインフレ率も落ち着きをみせ，ターゲッ
トインフレ率である 1～ 3％の範囲内にとどまるか，もしくは下回ったが，中央
銀行は長期的な金融システムの安定性を確保するとして金融引き締め方針を保っ
た。同時に， ₇月に発生したエルニーニョ現象による干ばつに伴う農産物価格の
高騰や，新政権の消費刺激策によるインフレ圧力に警戒を続けている。

セーター首相の施政方針演説と初動
　セーター首相は，2023年 ₉ 月11日に議会に対し施政方針演説を行った。演説は
政権の基本方針の表明であり，タイ貢献党が掲げた選挙公約の実施方針も含まれ
た。セーター政権は公約の実現に注力している一方，連立政権において成長戦略
の長期的展望は大きく制約を受け，具体化への調整は複雑化している。以下では
施政方針演説に沿ってセーター政権の具体的な動きについて言及し，その政策の
効果や長期的政策の独自性が欠如する問題を指摘する。
　政策方針演説の内容は主に，（ 1）電子マネーの配布，（ ₂）緊急を要する課題，
（ 3）中長期的な課題の 3つに大別される。第 1に，パンデミックの影響から回復
できず，不況に陥っている経済を刺激するため，「デジタルウォレット」として
1万バーツ相当の電子マネー配布を行う必要性を主張した。電子マネー配布はタ
イ貢献党の目玉公約であり，具体的にはブロックチェーン技術を用い，登録され
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ている住居から 4キロメートル以内の店舗で使用できる電子マネー 1万バーツを
16歳以上のタイ国民全員に配布するというものであった。この政策は，短期的に
は消費刺激による経済活性化を目的に掲げ，中長期的には透明性の高い電子支払
いの普及によってデジタル技術発展と消費増に伴う税収増加を目指している。10
月 3 日，セーター政権は足早に「デジタルウォレット委員会」を発足させたが，
この政策に専門家から批判が相次いだ。批判の中身は，配布に必要な予算5600億
バーツの財源の不透明さ，借り入れを行う場合に懸念される公的債務の増加，イ
ンフレ圧力の増大，そして，富裕層に対する経済効果の薄さなどであった。その
後，経済学者や専門家99人が署名を集め，政策の廃止を求める嘆願書を提出し，
セータプット中央銀行総裁も中長期的な経済効果が期待できる投資誘致を優先さ
せるべきとの苦言を呈した。このような批判を受け，11月10日の記者会見でセー
ター首相は，月収 ₇万バーツ以下かつ銀行預金が50万バーツ以下である国民約
5000万人に対象を限定し，使用範囲を住民登録されている郡内へ拡大すること，
予算5000億バーツは国債発行で調達すること，配布は官製の電子決済アプリ「パ
オタン」を通じて2024年 5 月から実施することを明らかにした。なお，国債発行
には国会にて特別法を通す必要があり，審議は2024年に持ち越した。特別法に付
随する課題は公的債務残高の増加である。2020年から2022年に設けられた新型コ
ロナ感染症救済緊急借入金はすでに公的債務残高の約10％にあたるおおよそ 1兆
3000億バーツを占めている。これに続く大規模な借入は将来的に財政負担となる
可能性があり，懸念は大きい。
　国民のなかには「デジタルウォレット」への期待と批判が混在している。とり
わけ，公約で追加の財政出動は不要としていたのに反し，財源が 3カ月間明確に
されず，最終的に国債発行が必要になったこと，また，財政出動に見合う経済効
果が得られるか不透明なことに国民は不信感を募らせた。景気浮揚の重要性を訴
えるセーター首相に対して，中央銀行は，すでに景気は回復局面に突入しており，
電子マネー配布による GDP成長率引き上げ幅は0.5％で，短期的な効果にとどま
ると評価しており，両者の見解には乖離がある。タイ貢献党はこれまで直接的な
分配政策をてこに支持基盤を固めてきた背景があり，今回も政策の効果を度外視
して公約実行を優先している印象を受ける。
　第 ₂に，緊急課題に挙げられた問題のうち，農家・中小企業の債務対策，電気
代・燃料費の引き下げ，観光収入増加については，タイ貢献党が総選挙時の公約
を迅速に実行し，農家および債務者に対する債務返還支払猶予措置の導入，エネ
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ルギー価格抑制，そして一部観光ビザの緩和を実現した。
　まず，債務返還支払猶予措置では， ₉月26日の閣議で150億バーツの農民向け
予算が決定された。これは，農業協同組合銀行（BAAC）から30万バーツ以下の融
資を受ける約270万人の農民を対象に，利子を含む 3年間の返済猶予を認める制
度である。タクシン政権時代に導入された農民債務返還支払猶予制度とほぼ同様
の仕組みを用いるが，今回の制度では，返済猶予期間中でも生産投資向けに追加
借入できる点に特色がある。さらに，12月19日には中小零細企業および個人債務
者に対する49億バーツの支援を閣議決定した。1000万バーツ未満の債務を有し，
新型コロナ感染症の影響から90日以上の返済遅滞がある中小零細企業は，最大18
カ月の返済猶予期間が認められるほか，不良債権を抱えた債務者に債務再編の機
会を設ける。しかしながら，プオイ・ウンパーゴーン経済研究所の研究報告によ
れば，過去の農民債務返還支払猶予制度が与えた投資・貯蓄への正の影響はわず
かであり，むしろ返済期間の長期化という悪影響を生み出している（PIER 
Discussion Papers，第195号，2022年12月30日）。債務返還支払猶予制度は，肥大
する家計債務の短期的な緩和措置にすぎないといえよう。
　エネルギー価格の削減では，セーター政権は ₉月から年末まで電気料金を時限
的に3.99バーツ /kWhに抑制し，軽油に対する物品税軽減の再導入により軽油価
格上限を 1リットルあたり30バーツとした。2022年からの継続的なエネルギー価
格抑制が功を奏し，インフレ率は落ち着きをみせた一方で，エネルギー価格の調
整を担う石油基金（State Oil Fund）やタイ発電公団（EGAT）の負担が増大し，この
施策の長期運用は慎重を要する。
　観光収入の増加について，セーター政権は，査証免除により短期的に客足を回
復させ，中長期的にはサービス部門全体の改善のため，運輸インフラの整備，安
全性の向上，汚職の撲滅を目指す。2023年 ₉ 月から2024年 ₂ 月まで中国とカザフ
スタンに，2023年11月から2024年 5 月まで台湾とインドに短期観光査証免除を決
定した。ただし年間を通じてみると，中国からの渡航制限が解除された 1月以降，
外国人旅行客約2800万人のうち中国人旅行者数は350万人程度と予想の500万人を
下回っており，観光業に期待されたほどの回復をもたらしていない。
　第 3に，中長期課題では，所得増大，国民の経済的機会拡大，生活の質の向上
が要点とされた。方針演説という場の制約から，課題の多くについて，具体的な
施策および数値は明言されていない。例えば，タイ貢献党の公約では，大学新卒
の公務員月給を 1万5000バーツから ₂万5000バーツへ引き上げること，そして 1
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日あたり最低賃金を2027年までに全国一律600バーツに改定することを宣言して
いた。ところが，施政方針演説では「公正な給与水準」を目指すと言及するにと
どまった。ただし，党の公約である最低賃金については，強気の交渉もみられた。
12月10日に政労使三者から構成される中央賃金委員会が，2024年 1 月 1 日から全
国平均2.37％の最低賃金引き上げを決定したところ，セーター政権は閣議にて上
げ幅の少なさを理由に委員会決定を差し戻した。最終的に中央賃金委員会の決定
案に沿った最低賃金の引き上げと，2024年 3 月ごろ再度引き上げを行う計画を示
しているが，経済界からはハイペースな賃上げへの反発の声も大きい。
　中長期的な方針は，2017年憲法に定められた「20年国家戦略」に準拠しなけれ
ばならないため，新規計画やタイ貢献党公約に示された新事業特区構想は含まれ
なかった。旧与党を含む連立政権において，戦略枠組みの転換や制度改革を図る
ことは容易ではない。演説では，タイが構造的に抱える課題として先端技術産業
の促進，環境保全，農水産業の生産性向上，社会保障制度の改善，不平等の解消，
教育の質向上が強調されたが，利害が錯綜するセーター政権において実現可能な
政策をどこまで整えられるのかは未知数である。

高止まりする家計債務への対応
　2023年，タイ政府および中央銀行は深刻化する家計債務問題に切り込んだ。タ
イの家計債務残高は，2023年 ₉ 月時点で約16兆2000億バーツ，対 GDP比は
90.1％と高止まりしている。インラック政権下で消費刺激策が導入された2011年
ごろから増加し，新型コロナ禍でさらにペースが加速した。国際決済銀行（BIS）
によれば，同比率が80％を超えると長期的な経済成長に悪影響を及ぼす可能性が
あるとされ（BIS Working Papers，第607号，2017年 1 月26日），政府機関は危機感
を募らせてきた。加えて，政府統計に含まれない未登録の金融業者や個人間融資
といったインフォーマル・ローンもある。金融機関からのローン返済に困窮した
場合にインフォーマル・ローンを利用した借り換えが一般化しており，金融機関
の審査基準に満たない低所得者が高利子であっても多用する。国家統計局（NSO）
の2023年上半期社会経済家計調査によれば，ローンを抱える家計の ₉割以上はイ
ンフォーマルな借入があると報告しており，家計債務残高は公式の統計値よりは
るかに膨張している。
　中央銀行は新型コロナ感染症流行時に，観光業などの中小零細企業を中心に債
務負担軽減策を導入してきたが，家計債務への本格的対応は後手に回った。中央
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銀行は ₇月に包括的家計債務対策の実施を決定し，不良債権，長期ローンの削減，
新規融資の質向上，そしてインフォーマル・ローンの削減問題に取り組むと公表
した。具体的措置として，2024年 1 月 1 日から適用される債権者向けガイドライ
ンを発布し，融資に関する広告規制，ローンに関する十分な情報提供と査定，そ
して債務再編プログラムの提供を定めた。さらに，長期債務者への支援を2024年
4 月から開始するとしている。同時に，債務者のリスクに基づく利子率設定，お
よび債務者の月収に応じた返済金額の上限設定などについて規制導入も検討して
いる。
　家計債務の削減に向けたガイドライン導入と規則強化は，融資条件を満たすこ
とができない低所得者を一層排除し，インフォーマル・ローンを増加させる可能
性もある。前節で述べたとおり，セーター政権も家計債務問題に取り組み始めて
いるが，過重債務に陥る根本的要因の解決は容易ではなく，低所得者の所得向上
も含めた包括的かつ長期的取り組みが必要である。

定まらない中長期計画の行方
　セーター政権はタイ貢献党が掲げた公約実現に奔走し，中長期的な成長戦略の
全体像は判然としていない。それでも記者会見や活動のなかで積極姿勢がうかが
えるのは，対内直接投資の誘致と東部経済回廊（EEC）開発計画の促進，電気自動
車（EV）の奨励，そして大型インフラプロジェクトの「南部ランドブリッジ計画」
である。
　セーター首相は外遊の際，投資先としてのタイの優位性を自ら売り込んでいる
（「対外関係」の項参照）。2023年の実績を俯瞰すると，タイ投資委員会（BOI）を
通じた対内直接投資は，申請ベースで1394件6632億バーツ（前年比38％増，同
72％増），認可ベースで1350件5590億バーツ（同68％増，同78％増）と大きく上向
いた。申請ベース，認可ベースともに中国が投資国のトップである。業種別にみ
ると，電機・電子，農業・食品加工への投資が大きく伸びた。特に電機・電子は，
韓国と台湾からの大規模プロジェクトが承認され，前年と比べて2.5倍以上の投
資額となった。また，「タイランド4.0」の中心事業である EEC開発計画への投
資額は，BOIを通じた対内直接投資のうち，承認ベースで593件2655億バーツ，
投資額は前年比60％増と好調であった。10月17日のセーター首相を委員長とする
EEC政策委員会では，投資奨励措置の拡充のほか，域内の利便性向上と手続き
簡便化を推進する「99日以内に達成もしくは開始すべき事項」を承認しており，
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EECは今後の投資誘致における中心的事業になると考えられる。
　生産拡大を目指す電気自動車（EV）分野では，2023年末に期限を迎える EV奨
励策の継続を国家 EV政策委員会および BOIが承認した。2024年から2025年に
実施される継続策では，補助金の対象と金額を調整したが，補助金交付から数年
以内にバッテリーや主要部品の国産化を義務付ける条件は変更していない。EV

国内市場は急伸し，2023年の自動車新規登録台数63万台のうちバッテリー電気自
動車（BEV）は ₇万6000台と12％を占め，ASEAN主要国と比較しても普及が進む。
　さらに，大型インフラ投資プロジェクトとして，セーター政権は10月16日に投
資総額 1兆バーツを要する「南部ランドブリッジ計画」の継続を閣議で了承した。
この計画は，タイ南部でタイ湾に面するチュムポーン県と，アンダマン海に面す
るラノーン県にそれぞれ深海港を建設し，東西の港を鉄道と高速道路で接続する
陸上橋で結び新輸送ルートを構築する計画である。この東西接続計画は古くから
あり，タイ南部の地峡に運河を掘削する「クラ運河」構想の起源は実に17世紀ま
でさかのぼる。ただし，「クラ運河」は建設費用が現在価値で ₂兆バーツを超え，
何度も計画，調査が行われては白紙に戻ってきた。タクシン政権期，プラユット
政権期ともにマラッカ・シンガポール海峡を代替する新ルートを検討していたが，
どちらも明確な資金調達計画が立たずに頓挫した。陸上橋が完成すれば，太平洋
からインド洋への運送期間を最大 4日間短縮し，燃料費などのコスト削減につな
がるとされる。とはいえ，港で荷を積み替える手間を考えれば，海運ルートと比
較した競争力には疑問符が残る。セーター政権は，この計画を官民協力（PPP）事
業として2024年中に取りまとめ，2025年の入札，2029年開通を目標とし，対外的
にアピールしているが，海外投資家の関心は低く，十分な投資が集まるかは不透
明である（「対外関係」の項を参照）。
　タイは2010年代から経済成長の停滞を経験し，産業高度化による経済構造改革
を目指して中長期経済戦略を考案してきた。しかし，これまで成長戦略の軸とさ
れた「20年国家戦略」，およびその下位計画である「タイランド4.0」，「バイオ・
サーキュラー・グリーン（BCG）経済」に対する新政権の立場は明確ではない。
セーター首相は2023年12月27日に開かれた国家戦略委員会において「20年国家戦
略」の柔軟な修正を求めたが，具体的な変更案は提案しなかった。主要インフラ
計画は大きな変更なく継続されると考えられるが，バンコク＝ノーンカーイの高
速鉄道計画，EECの一部でもある 3空港連結高速鉄道計画には遅れが目立つ。
インフラ計画の遅れは今後の投資誘致へも影響を及ぼす重大な懸念材料であるが，
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セーター政権の中長期計画にかける比重は大きくない。 （高橋）

対 外 関 係

セーター政権の「積極的経済外交」
　セーター政権は，基本的にプラユット政権の外交路線を踏襲し，2023年中は安
全保障問題や民主主義といった政治問題には触れず，観光促進や貿易投資拡大と
いった経済問題に注力した。
　2023年前半には，それまで停滞していた通商交渉が相次いで再開された。 1月，
プラユット政権は欧州連合（EU）との間で長く休止していた自由貿易協定交渉の
再開で合意し， 4月には20年ぶりにインドとの合同貿易委員会を再始動させた。
また 5月にはアラブ首長国連邦との FTA交渉を開始した。
　 ₉月の新政権発足後，セーターは施政方針演説で「積極的経済外交」（proactive 

economic diplomacy）を掲げ，活発な首相外交を展開した。その特徴は，外遊時に
首脳外交と企業訪問とをセットで行う点にある。 ₉月に第78回国連総会出席のた
め赴いたアメリカでは，現地でベトナム，韓国，マレーシアの首脳と相次いで会
談を行ったほか，マイクロソフトやゴールドマン・サックス，テスラなどの企業
幹部と直接会談し，対タイ投資の可能性を探った。その後もセーターは10月の
「一帯一路」国際協力フォーラム（北京）や，第 1回 ASEAN・湾岸諸国会議（リヤ
ド），11月の APECことアジア太平洋経済協力会議（サンフランシスコ），12月の
日 ASEAN特別首脳会議（東京）といった多国間会議の機会を利用して，各国の首
脳と会談を行った。同時に大手企業を訪問したり，ビジネスフォーラムに登壇し
たりするなどして，タイへの投資の機会をアピールした。
　セーターが「積極的経済外交」で強調したのが，タイの観光業振興と「南部ラ
ンドブリッジ計画」である。セーターは ₉月の第 1回閣議で，中国とカザフスタ
ンに半年間の短期観光査証免除措置を決定した。そして翌月に北京で行った中国
の習近平国家主席との会談では，査証免除措置を無期限とする提案を行っている。
同様に，セーターは北京訪問時に行ったロシアのウラジーミル・プーチン大統領
との会談でも，ロシア人観光客に対する短期査証免除措置の期間延長を提案した
ほか，11月から台湾とインドに対し半年間の短期査証免除措置を開始して，訪問
拡大を狙った。
　一方「南部ランドブリッジ計画」については（計画の概要は「経済」の項を参
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照），首相自ら中国や日本，ロシア，アメリカ，中東湾岸諸国の政府や企業へ同
計画への投資を呼びかけた。同時に，計画による海運ルート変更の影響を懸念す
るシンガポールやマレーシアといった近隣国から，理解と協力を得るべく首脳会
談を重ねた。経済を介してすべての国と連携を深め，自国の戦略的重要性を高め
る政策は以前からタイ外交にしばしばみられ，セーターの「積極的経済外交」も
そうした過去の政策の延長上に位置付けられる。

ガザ情勢への対応をめぐる批判
　セーター政権は，安全保障面でも特定の勢力に肩入れすることなく全方位的に
友好関係を維持する前政権の路線を継続した。対米関係では，タイ・米両国が中
心となって行う多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」が ₂月27日から約 ₂週間に
わたり実施され，コロナ禍による縮小の前と同じ規模となる30カ国約7400人が参
加した。一方でコロナ中に休止していた中国との軍事演習も，陸海空の三軍の間
で ₇月から ₉月にかけそれぞれタイ国内で実施された。タイは2010年代も米中対
立から距離を保つなど，従来から比較的穏やかな安全保障環境を享受してきた。
2023年もこの状況に大きな変化はない。
　そうしたなか，10月 ₇ 日にイスラエルでイスラーム組織ハマスが多数の人質を
拉致・殺害する事態が発生した。イスラエルでは多数のタイ人が労働に従事して
いる。これらのタイ人が事件に巻き込まれた結果，最終的にタイは人質32人，死
者数は関係国のなかで最多の39人という大きな被害を出した。事件発生翌日の ₈
日にジャッカポン外務副大臣はタイの「中立」を表明し，イスラエルとパレスチ
ナの平和共存を支持する声明を出した。従来の全方位友好を確認したかたちだが，
パレスチナの立場を支持する中東諸国の一部はこの声明に不満を抱いたとみられ
る。その後セーター政権は人質解放交渉や帰国希望者の移送などの対応を急いだ
が，移送空路をめぐり経路となる中東諸国との調整に手間取るなどの混乱が生じ
た。これについて専門家からは，政府は単に中立を維持するのではなく，ガザの
人道状況に懸念を表明するなど中東諸国との連帯を示し，連携して現地にいるタ
イ国民のより迅速な移送を実現すべきだったとの批判が起きた。一連の出来事は，
安全保障面での状況分析能力など，セーター外交が抱える課題を浮き彫りにした
といえる。
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タクシン派と保守勢力の連立政権成立

タイ独自のミャンマー外交の行方
　ミャンマー国軍は2021年以降 ASEAN高級会合に代表を出席させていない。こ
れに対し，ASEANは暴力の即時停止など「 5項目合意」の履行をミャンマー国
軍に促し続けた。両者の関係が膠着状態に陥るなか，プラユット政権は2022年か
らミャンマー軍事政権に対し独自の働きかけを行ってきた。インドネシアなど
ASEAN内の民主派諸国は，タイの独自外交がミャンマー軍事政権の対外主権を
既成事実化するとして批判してきたが，2023年もタイ政府は政権交代を越えて独
自路線を継続した。
　2023年 4 月にはプラユット政権のドーン・ポラマットウィナイ暫定副首相兼外
相が非公式にネーピードーを訪問し，ミンアウンフライン国軍司令官と会談した。
さらにドーンは ₆月にミャンマー問題をめぐる外相会議をタイで開き，ミャン
マーを再び ASEAN高級会合に受け入れるよう各国に呼びかけた。会議にはフィ
リピン，ブルネイ，カンボジア，ラオス，ベトナム，ミャンマー軍政のほか，イ
ンドや中国が参加したものの，ASEAN主要国であるインドネシア，マレーシア，
シンガポールは欠席した。ドーンは ₇月にもミャンマーを非公式に訪問して国軍
関係者や民主化指導者のアウンサンスーチーと会談し，その内容を11日からジャ
カルタで開催された ASEAN外相会議で報告した。
　ドーンのミャンマー外交は国軍，一部の上院議員や企業などミャンマー国軍と
近い関係にあるといわれる国内勢力の意向に沿ったものであり，保守派と連立を
組んだセーター政権もこの路線を継承したとみられる。新政権発足の11月には
ミャンマー北部のシャン州でミャンマー国軍と少数民族との戦闘が激化した。
セーター政権はミャンマー国軍と協議のうえ，紛争地域に在留するタイ人を退避，
帰国させた。また12月に北京で開かれた第 ₈回瀾滄江・メコン協力外相会議では，
タイのパーンプリー・パヒッターヌコン外相とミャンマー軍事政権のタンスェ外
相が，国境地域における治安維持協力や人道支援拡大方針で合意した。

（青木）

2024年の課題
　2024年 1 月31日，憲法裁判所は前進党とピター党首に対し，不敬罪改正の党公
約が国家転覆を企図する行為にあたるとし，違憲判決を下した。 ₂月 1日には，
違憲判決を踏まえ，元上院議員の活動家らが前進党解党と党役員の公民権停止を
選挙管理委員会に請求した。憲法裁判所は選挙管理委員会の請求を受理し，前進
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党解党処分の是非を審議中である。解党となれば，前進党幹部は今後10年間政治
活動ができなくなる。前進党は冷静な態度を保っているが，憲法裁判所の判断次
第では支持者や革新派市民の抗議活動が活発化することもありうる。
　一方，セーター政権の命脈は経済政策の成否にかかっている。目立った成果が
出なければ，次期選挙でタイ貢献党に勝ち目はない。民意を否定するかたちで成
立した連立政権とタイ貢献党が国民の信頼を取り戻すには，目にみえる経済回復
が最低条件となるだろう。タイ貢献党と保守派との関係も安泰とはいえない。タ
クシンは2024年 ₂ 月18日に仮釈放されたものの，同月に国家検察庁はタクシンの
過去の発言が不敬罪にあたる可能性があるとの考えを示した。今後の司法の判断
次第では，タクシンは再び警察に拘束され，刑事訴追を受ける可能性がある。
2024年 5 月には憲法の首相選出に関する経過規定が終了し，下院だけで首相を選
出できるようになる。国会内の勢力変化に備え，保守派がタクシンの身柄を取引
材料にタイ貢献党へ圧力をかけ続けることも予想される。
　経済面でも，新型コロナ禍以降伸び悩む経済をどのように成長させていくかが
第 1の課題である。家計債務の高止まりで家計消費の下押し圧力が高まるなか，
景気浮揚の鍵は財輸出と外国人観光客にあり，不確実な外需に依存する構造は変
わらない。また，2024年はエルニーニョ現象の状況次第では干ばつが広範囲で発
生するおそれがあり，特に低所得者が集中する農業部門の被害が懸念される。こ
のような状況でセーター政権は国民が効果を実感しやすい消費刺激策や短期的な
支援策に傾倒していくだろう。しかし，「デジタルウォレット」などのいわゆる
バラマキ策が将来の財政基盤へ与える影響に注意が必要である。また，EVなど
一部の分野では国内産業構造の転換が徐々に始まっており，政権が一貫した産業
政策を打ち出せるかが鍵となる。
　対外関係では，経済外交でどれだけ外資を呼び寄せられるかに加え，ミャン
マー問題への対応が課題である。2024年 1 月末，ラオスで開かれた ASEAN外相
会議には ₂年ぶりにミャンマー軍事政権代表が参加し，ASEANによるミャン
マー国内への人道援助開始で合意した。援助の開始時期など詳細は不明だが，こ
れまでミャンマー軍事政権との接触を重ねてきたタイが何らかの役割を担う可能
性もある。今後タイがミャンマー問題をめぐって，自国の政策と ASEAN全体の
方針との間でどのように整合性を取っていくのかが注目される。

（青木：地域研究センター）
（高橋：地域研究センター）
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1 月 8 日 ▼海外からの入国者すべてにワクチ
ン接種証明書の提示を再要求（ ₉日に撤回）。
9 日 ▼プラユット首相，タイ団結国家建国

党（UTN）に入党発表。
10日 ▼内閣，2024年度予算を大枠承認。
18日 ▼収監中の反政府活動家 ₂人，刑務所
病院内でハンガーストライキを開始。
25日 ▼ジュリン商務相，ベルギー訪問でタ
イ EU・FTA交渉再開を協議（～27日）。

▼中央銀行金融政策委員会，政策金利を
0.25％引き上げ，1.5％を適用。
27日 ▼ パ ラン・プラチャーラット党

（PPRP），プラウィット党首を首相候補に正
式指名。
28日 ▼ 2023年下院議員選挙法，2023年政党
法が官報に掲載。
30日 ▼ PPRP，離党していたウッタマー元
党首らの復党を発表。
2 月 2 日 ▼内閣，北部，東北部，中・西部，
南部の 4つの経済回廊を経済特区に指定。
7 日 ▼ジュリン商務相，アラブ首長国連邦

（UAE）訪問。
13日 ▼ドーン副首相兼外相，訪中（～14日）。
秦外交部長と会談。
14日 ▼ 内閣，タイ EU・FTA交渉開始を承
認。 3月15日に交渉再開を正式発表。

▼チューンチャイ海軍司令官，訪日。海上
自衛隊との協力強化に関する定期協議実施要
領を交換。
21日 ▼上院，新憲法起草を問う国民投票実
施に関わる国会審議の提案を否決。

▼内閣，2025年以降の廃プラスチック輸入
全面禁止を決定。
27日 ▼ 多国間軍事演習「コブラ・ゴール
ド」実施（～ 3月10日）。
28日 ▼内閣，国家福祉カードの給付対象者

1460万人の登録を承認。
3 月16日 ▼選挙管理委員会，小選挙区の区割
りを正式発表。
20日 ▼ プラユット首相，下院解散（即日官

報掲載）。
21日 ▼選挙管理委員会，下院選挙投票日を
5月14日と決定。
24日 ▼ タクシン元首相，『日本経済新聞』

の取材で「逮捕されても帰国する」と発言。
25日 ▼ UTN，プラユットを首相候補に正

式指名。
28日 ▼警察，王室寺院ワット・プラケーオ

の塀に不敬罪批判の落書きをした男を逮捕。
29日 ▼中央銀行金融政策委員会，政策金利

を0.25％引き上げ，1.75％を適用。
4 月 3 日 ▼選挙管理委員会，下院選挙立候補
受付開始（～ ₇日）。 3日から小選挙区立候補，
4日から比例代表立候補を受付開始。
5 日 ▼ タイ貢献党，ペートーンターン，

セーターらを党の首相候補に推挙。
20日 ▼ タイ・インド合同貿易委員会，デ

リーで20年ぶりに協議再開。
21日 ▼ドーン暫定外相，ミャンマーのネー

ピードーを非公式訪問。ミンアウンフライン
国軍総司令官らと会談。
25日 ▼ 下院選挙，在外投票開始（～ 5月 5

日）。
5 月 7 日 ▼下院選挙，期日前投票日。
10日 ▼不敬罪容疑で逮捕された少女の釈放

を求めるデモ隊がバンコク都内で警察と衝突。
₉人逮捕。
14日 ▼下院選挙投票日。
16日 ▼ タイ・アラブ首長国連邦 FTA交渉

第 1ラウンド開始（～18日）。
18日 ▼前進党のピター党首，選挙結果を踏

まえ旧野党 ₈党からなる連立政権構想を公表。

重要日誌 タ　　イ　2023年
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22日に覚書締結。
31日 ▼スリランカのグナワルダナ首相，来
訪。プラユット暫定首相と会談。

▼中央銀行金融政策委員会，政策金利を
0.25％引き上げ，2.0％を適用。
6 月19日 ▼選挙管理委員会，下院議員総選挙
500議席の当選を認定。

▼ドーン暫定外相，ミャンマーへの再関与
をめぐり関係国外相会議を開催。
27日 ▼王・広東省長ら広東省代表団，来訪

（～30日）。タイ・中国（広東）経済貿易交流会
議，開催（バンコク）。
7 月 3 日 ▼国会開会。 4日の下院本会議でプ
ラチャーチャート党ワンムーハマット・ノー
マター（ワンノー）党首を議長に選出。
9 日 ▼タイ・中国合同空軍軍事演習「ファ

ルコン・ストライク」，ウドンターニー県で
実施（～21日）。

▼ドーン暫定外相，ミャンマー訪問。国軍
関係者やアウンサンスーチーと会見。
11日 ▼ プラユット暫定首相，UTN離党を
発表。
12日 ▼選挙管理委員会，ピター前進党党首
のメディア株保有疑惑に関する審理を憲法裁
判所に請求。

▼憲法裁判所，前進党とピター党首に対す
る憲法49条違反疑惑の審理請求を受理。
13日 ▼国会での首相選出投票。ピター前進
党党首への投票が過半数を下回ったため第 ₂
回投票へ持ち越し決定。
17日 ▼民主派 ₈党連立，首相選出第 ₂回投
票でピター前進党党首の再推薦で合意。
19日 ▼ UTN議員，ピター前進党党首の再
推薦が国会規則違反との動議を提出。国会は
これを可決。

▼憲法裁判所，ピター党首のメディア株保
有に関する審理請求を受理。同党首の下院議

員資格一時停止の命令を発出。
24日 ▼国家オンブズマン，憲法裁判所に首

相候補再推薦問題についての判断と，首相指
名手続きの一時中断を請求。憲法裁判所はこ
れを受理するも ₈月16日に棄却。
25日 ▼ワンノー下院議長，27日に予定され

ていた国会上下院合同会議の延期を発表。

▼タイ貢献党， ₈党連立の会合を中止。
26日 ▼ペートーンターン，タクシン元首相

が ₈月10日に帰国する予定を公表。
8 月 2 日 ▼タイ貢献党，前進党との連立解消
と自党のセーター首相候補の推薦を発表。

▼中央銀行金融政策委員会，政策金利を
0.25％引き上げ，2.25％を適用。
7 日 ▼タイ貢献党とタイ矜持党，連立合意。
8 日 ▼ワチラロンコーン国王と元妃との次

男ワチャレーソン氏，居住先のアメリカから
27年ぶりの帰国。各地訪問の後13日に帰米。
9 日 ▼タイ貢献党，連立に小政党 ₆党が新

たに参加と発表。
15日 ▼前進党，次回の首相指名でセーター
を支持と発表。

▼タイ・中国合同陸軍軍事演習「ジョイン
ト・ストライク」，ロッブリー県で実施（～ ₉
月 ₂日）。
17日 ▼ UTN，タイ貢献党の連立枠組みに
参加表明。
21日 ▼ タイ貢献党，PPRPなど11党との連
立の成立を正式発表。
22日 ▼タクシン元首相，帰国。

▼国会上下院合同会議第 3回首相選出投票，
タイ貢献党セーターを首相に選出。
23日 ▼プラユット暫定首相，国軍人事発表。
24日 ▼選挙管理委員会，上院議員の首相選
出参加を定めた憲法条項改正の可否を問う国
民投票実施を求めた市民の署名を不受理。
29日 ▼韓駐タイ中国大使，タイ貢献党本部
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訪問。セーター首相と会見。
31日 ▼国王，タクシン元首相の恩赦を承認。
9 月 1 日 ▼国王，セーター内閣承認。 ₂日に
官報掲載。
2 日 ▼ タイ・中国海軍合同軍事演習「ブ

ルー・ストライク」，タイ東部で実施（～10日）。
5 日 ▼セーター内閣，国王宣誓式。
7 日 ▼ゴデック駐タイ米国大使，タイ貢献

党本部訪問。セーター首相と会談。
11日 ▼セーター内閣，国会上下院合同会議
で施政方針演説。
13日 ▼内閣，中国とカザフスタンからの観
光客に対し半年間の査証免除を承認。

▼梨田駐タイ日本大使，首相官邸訪問。
セーター首相と会談。

▼タマナット農業・協同組合相，ラーマ ₉
世王による農業事業の継続発展を表明。
14日 ▼セータプット・タイ中央銀行総裁，
セーター政権の経済政策に懸念表明。

▼内閣，電気料金引き下げ，および軽油に
かかる物品税減税を承認。
15日 ▼セーター首相，キティラット元財相
らを首相顧問団に任命。
18日 ▼内閣，2024年度予算案を大枠承認。
相続税・固定資産税の見直しを決定。

▼セーター首相，第78回国連総会出席のた
め訪米（～24日）。
20日 ▼最高裁判所政治職者刑事法廷，旧新
未来党パンニカー元下院議員の倫理違反行為
を認め被選挙権の終生はく奪を決定。

▼セーター首相，訪問先のアメリカでチ
ン・ベトナム首相，尹韓国大統領，アンワ
ル・マレーシア首相と相次いで会談。
23日 ▼ 前進党チャイタワット幹事長，ピ
ターに代わり同党党首に就任。
26日 ▼内閣，農家向け債務返済猶予措置を
承認。予算は120億バーツ。

▼中央銀行金融政策委員会，政策金利を
0.25％引き上げ，2.5％を適用。
28日 ▼パディパット下院第 1副議長，前進

党から除名。

▼セーター首相，カンボジア訪問。フン・
マナエト首相と会談。
10月 3 日 ▼首相を委員長とする国家ソフトパ
ワー戦略委員会，初会合開催。

▼大型商業施設サイアム・パラゴンで少年
による銃乱射事件。 ₂人死亡， 5人負傷。
5 日 ▼前進党，2006年 ₂ 月11日以降の政治

活動・発言で訴追された者を対象とする恩赦
法案を国会提出。
6 日 ▼経済学者や官僚ら99人， 1万バーツ

給付政策の中止を求める声明を発表。
7 日 ▼セーター首相，記者に対し 1万バー

ツ給付政策の中止を否定。
8 日 ▼ジャッカポン副外相， ₇日に発生し

たハマスのイスラエル攻撃をめぐりタイの
「中立」を表明。
9 日 ▼セーター首相，香港訪問。李行政長

官と会談。
10日 ▼セーター首相，ブルネイ訪問。ボル

キア国王と会談。
11日 ▼セーター首相，マレーシア，シンガ

ポール訪問。アンワル・マレーシア首相，
リー・シンガポール首相とそれぞれ会談。
16日 ▼ セーター首相，「一帯一路」国際協

力フォーラム参加のため中国訪問（～19日）。

▼内閣，「南部ランドブリッジ計画」継続
を原則承認。

▼内閣，国鉄（SRT）レッドラインおよび大
量高速輸送公社（MRT）パープルラインの20
バーツ均一運賃を承認，即日適用。
17日 ▼セーター首相，訪問先の北京でプー

チン・ロシア大統領と会談。
18日 ▼セーター首相，訪問先の北京で中国
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の李首相，習国家主席と会談。
19日 ▼タイ観光公団，中国主要 ₈社と観光
協力趣意書を交換。

▼セーター首相，第 1回 ASEAN・湾岸諸
国首脳会議参加のためサウジアラビアを訪問
（～21日）。20日にムハンマド・ビン・サル
マーン皇太子と会談。
27日 ▼ タイ貢献党，党大会でペートーン
ターンを党首に選出。
30日 ▼セーター首相，ラオス訪問。トーン
ルン国家主席と会談。
31日 ▼内閣，精製糖を商務省価格統制リス
トへ追加。

▼バンコク南刑事裁判所，不敬罪に問われ
ていた女子学生に禁錮 ₂年 ₈カ月，罰金8000
バーツ，執行猶予 ₂年の判決。
11月 4 日 ▼ 前進党，国内安全保障維持本部
（ISOC）廃止法案を国会に提出。
7 日 ▼スラチェート警察庁副長官，ヤンゴ

ン訪問。同国軍当局者とミャンマー東北部
シャン州にいるタイ人162人の救出を協議。

▼内閣，予算550億バーツの米価安定措置
を承認。さらに，14日に560億バーツのコメ
農家追加支援策を決定。
9 日 ▼トヨタ自動車幹部，首相官邸訪問。

セーター首相と会談。
12日 ▼セーター首相，アジア太平洋経済協
力（APEC）首脳会議と関連会議出席のためア
メリカ訪問（～17日）。
15日 ▼セーター首相，訪問先のアメリカで
岸田首相と会談。
16日 ▼セーター首相，訪問先のアメリカで
アルバニージー豪首相と会談。
18日 ▼ミャンマー北部シャン州に滞留のタ
イ人約300人，帰国開始（～20日）。
22日 ▼セーター首相，南部サダオにてアン
ワル・マレーシア首相と会談。国境開発協力

で合意。
28日 ▼ 内閣，天然資源・環境省提出のク

リーンエア管理法案を原則承認。
29日 ▼国王，プラユット元首相を枢密院顧

問官に任命（同日官報掲載）。
12月 6 日 ▼ 国 連 教 育 科 学 文 化 機 関
（UNESCO），タイの正月行事ソンクラーンを
無形文化遺産に登録。
8 日 ▼第 ₈ 回瀾滄江・メコン協力外相会議

（北京）で，タイ外相とミャンマーの軍事政権
外相が国境地域治安維持協力や，同地帯での
人道支援拡大で合意。

▼国家賃金委員会，最低賃金引き上げ案を
提出。内閣は12日に委員会に再考を要請。28
日，国家賃金委員会案と同様の改定率で官報
掲載。2024年 1 月 1 日から適用。
13日 ▼刑事裁判所，前進党ラーチャノック

議員に刑法112条違反で禁錮 ₆年の実刑判決。
14日 ▼セーター首相，日 ASEAN特別首脳

会議出席のため訪日（～18日）。15日に齋藤経
産相と会談後，日 ASEAN投資フォーラムで
演説。17日には岸田首相と会談。
18日 ▼ スリヤ運輸相，「南部ランドブリッ

ジ計画」で民間に50年間の事業権付与構想を
公表。
19日 ▼内閣，同性婚に異性婚と同じ権利を

認める民商法典改正 4案を承認。21日に下院
第 1読会を通過。

▼ 内閣，予算340億バーツの電気自動車
（EV）産業強化パッケージを承認。
26日 ▼内閣，2024年度予算案を承認の後，

国会に提出。

▼最高裁判所政治事件審理部，2011年の国
家安全保障会議事務局長および警察庁長官人
事へのインラック元首相の不正介入疑惑につ
いて，無罪判決。
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　 1 　国家機構図（2023年12月末現在）
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（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　官報など。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 セーター政権（2023年9月2日官報告示）
氏  名 政党 

首相 Srettha Thavisin PT
副首相 Phumtham Wetchayachai（安全保障担当） PT

Panpri Phahitthanukon（経済担当） PT
Somsak Thepsuthin PT
Anuthin Chanwirakun PJT
Phiraphan Saliratthawiphak（法務担当） UTN
Pol. Gen. Phacharawat Wongsuwan PPRP

首相府大臣 Phuangphet Chunlaiad＊ PT
国防大臣 Suthin Klangsaeng PT
財務大臣 Srettha Thawisin＊＊ PT
　副大臣 Julaphan Amonwiwat PT
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Krisada Jinawijarana UTN
外務大臣 Panpri Phahitthanukon＊＊ PT
　副大臣 Jakrapong Saengmani PT
観光・スポーツ大臣 Sudawan Wangsuphakitkoson＊ PT
社会開発・人間安全保障大臣 Warawut Silpa-archa CTP
高等教育・科学・研究・イノベーション大臣 Supamat Isaraphakdi＊ PJT
農業・協同組合大臣 Capt. Thamanat Phromphao PPRP
　副大臣 Anucha Nakhasai UTN

Chaiya Phroma PT
運輸大臣 Suriya Jungrungrueangkit PT
　副大臣 Suraphong Piyachot PT

Monphon Charoensri＊ PT
天然資源・環境大臣 Pol. Gen. Patcharawat Wongsuwan＊＊ PPRP
デジタル経済社会大臣 Prasuet Janruangthong PT
エネルギー大臣 Phiraphan Saliratthawipha＊＊ UTN
商務大臣 Phumtham Wetchayachai＊＊ PT
　副大臣 Naphinthon Srisanphang PJT
内務大臣 Anuthin Chanwirakun＊＊ PJT
　副大臣 Songsak Thongsri PJT

Chada Thaiset PJT
Kriang Kantinan PT

法務大臣 Pol. Col. Thawi Sotsong PCC
労働大臣 Phiphat Ratchakitphrakan PJT
文化大臣 Suemsak Phongphanit PT
教育大臣 Pol. Gen. Puemphun Chidchop PJT
　副大臣 Surasak Phanjaroenworakun PJT
公衆衛生大臣 Chonlanan Srikaew PT
　副大臣 Santi Phromphat PPRP
工業大臣 Phimpatra Wichaikun＊ UTN

（注）　政党名は，PPRP（パラン・プラチャーラット党），PJT（タイ矜持党），PT（タイ貢献党），UTN（タ
イ団結国家建国党），PCC（プラチャーチャート党），CTP（タイ国家開発党）。
　＊ 女性閣僚，＊＊ 兼務。
（出所）　タイ官報140巻，特別214 ngor号，2023年 ₉ 月 ₂ 日。

　 3 　国軍人事
国軍最高司令官	 Gen.	Songwit	Nunphakdi	 （2023年10月 1 日）
陸軍司令官	 Gen.	Jaruenchai	Hinthau	 （2023年10月 1 日）
（第一管区司令官）	 Lt.	Gen.	Chitsanuphong	Rodsiri	 （2023年10月 1 日）
海軍司令官	 ADM.	Adung	Phan-iam	 （2023年10月 1 日）
空軍司令官	 ACM.	Phanphakdi	Phatthanakun	 （2023年10月 1 日）
国防次官	 Gen.	Sanitchanok	Sangkachantra	 （2022年10月 1 日）
国防副次官	 ACM.	Thanasak	Metanan	 （2022年10月 1 日）
	 Gen.	Thanasak	Chuen-im	 （2023年10月 1 日）
	 Gen.	Thanaphat	Niyakun	 （2023年10月 1 日）
	 ADM.	Supapat	Yuthavong	 （2023年10月 1 日）

　 4 　警察人事
警察長官	 Pol.	Gen.	Thosak	Sukhuwimon	 （2023年10月 1 日）
首都圏警察本部長	 Pol.	Lt.	Gen.	Thiti	Saengsawang	 （2023年10月 1 日）

（注）　カッコ内は着任日。
（出所）　官報および警察ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2018 2019 2020 2021 2022 2023

人 口（100万人，年末） 66.4	 66.6	 66.2 66.2	 66.1 66.1
労 働 人 口（同上） 38.4	 38.2	 38.5 38.7	 39.9 40.4
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 1.1	 0.7	 -0.9 1.2	 6.1 1.2
失 業 率（％） 1.1	 1.0	 1.7 1.9	 1.3 1.0
為 替 レ ー ト（ 1ドル＝バーツ） 32.3	 31.1	 31.3 32.0	 35.1 34.8
（出所）　人口：内務省地方行政局（https://dopa.go.th/）。労働人口，消費者物価上昇率，失業率，為替
レート：タイ中央銀行（https://www.bot.or.th/）。

　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2018 2019 2020 2021 2022 2023

民 間 最 終 消 費 支 出 8,004.7	 8,406.4	 8,307.9	 8,455.9	 	9,481.3	 	10,335.9	
政 府 消 費 支 出 2,648.2	 2,730.9	 2,786.9	 2,951.4	 	3,079.8	 	2,983.1	
総 固 定 資 本 形 成 3,730.9	 3,812.4	 3,635.4	 3,803.2	 	4,059.7	 	4,115.9	
在 庫 増 減 398.4	 209.7	 85.0	 830.8	 	776.4	 -71.9
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 10,616.2	 10,052.2	 8,064.7	 9,478.8	 	11,358.8	 	11,728.7	
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 9,169.7	 8,473.4	 7,252.2	 9,485.3	 	11,729.0	 	11,417.5	
国内総生産（支出側） 16,228.7	 16,738.2	 15,627.8	 16,034.9	 	17,027.1	 	17,674.6	
国内総生産（生産側） 16,373.3	 16,899.2	 15,661.3	 16,188.6	 	17,378.0	 	17,921.2	
海 外 純 要 素 所 得 -791.3	 -620.9	 -347.2	 -562.3	 -499.8 -418.5
国 民 総 所 得（GNI） 15,582.1	 16,268.3	 15,314.1	 15,626.3	 	16,878.2	 	17,502.7	
（注）　2022年と2023年は暫定値。2020年と2021年は修正値。国内総生産（生産側）－国内総生産（支出側）
は統計上の誤差。

（出所）　国家経済社会開発評議会事務局（https://www.nesdc.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質　基準年＝2002） （単位：10億バーツ）
2018 2019 2020 2021 2022 2023

農 林 水 産 業 677.0	 670.4	 649.2	 663.8	 	680.3	 	693.4	
鉱 業 225.1	 228.9	 208.0	 200.6	 	175.9	 	174.2	
製 造 業 2,907.2	 2,882.6	 2,729.8	 2,858.8	 	2,878.1	 	2,785.0	
電気・ガス・蒸気・空調 297.8	 311.5	 286.7	 287.4	 	297.1	 	305.9	
上下水道・廃棄物処理 52.7	 55.7	 56.1	 58.6	 	61.3	 	64.3	
建 設 業 287.7	 292.2	 295.9	 302.5	 	295.4	 	293.5	
卸売・小売・車両修繕業・家庭用品 1,610.9	 1,682.0	 1,626.6	 1,651.5	 	1,712.3	 	1,777.9	
運 輸 ・ 保 管 業 718.0	 737.4	 572.0	 558.9	 603.4	 654.2	
宿泊・飲食サービス業 648.6	 697.9	 440.3	 374.1	 503.4	 594.1	
情 報 通 信 業 541.7	 603.7	 612.5	 646.4	 679.8	 702.2	
金 融 ・ 保 険 業 772.5	 786.5	 827.9	 874.5	 854.3	 880.6	
不 動 産 業 414.5	 430.1	 436.8	 443.9	 454.1	 462.5	
専門・科学技術・管理・支援サービス業 396.5	 404.6	 353.6	 335.7	 343.3	 355.9	
行政・国防・強制社会保障 521.4	 528.2	 536.6	 538.2	 532.5	 537.9	
教 育 328.2	 333.4	 337.2	 338.1	 342.9	 347.5	
保 健 医 療 ・ 福 祉 234.4	 243.2	 250.7	 259.7	 272.8	 284.0	
そ の 他 サ ー ビ ス 276.7	 295.6	 268.2	 265.3	 268.6	 272.9	
国 内 総 生 産（GDP） 10,910.8	 11,183.9	 10,488.1	 10,658.1	 	10,955.4	 	11,186.1	
G D P 成 長 率（％） 4.2	 2.1	 -6.1	 1.6	 2.5	 1.9	
（注）　2022年と2023年は暫定値。2020年と2021年は修正値。
（出所）　表 ₂に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2020 2021 2022 2023

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 707,272.1 869,495.5 786,206.0 1,137,508.7 854,930.6 1,210,019.8 850,016.9 1,087,072.7
N A F T A 1,188,428.5 511,677.7 1,469,836.7 511,321.7 1,835,035.2 696,967.0 1,874,256.9 751,981.3
ア メ リ カ 1,067,083.6 464,905.7 1,321,358.1 457,663.8 1,648,710.2 623,958.9 1,685,181.1 679,763.4
E U 642,074.7 542,953.3 791,514.1 647,332.7 930,822.3 714,735.8 892,533.4 782,067.9
イ ギ リ ス 95,562.8 56,083.4 109,730.7 65,097.0 140,145.2 75,803.8 140,162.7 93,193.4
EU（イギリスを除く） 546,511.9 486,869.8 681,783.4 582,235.6 790,677.1 638,932.0 752,370.7 688,874.5
A S E A N 1,718,668.8 1,229,659.2 2,053,073.3 1,458,641.0 2,493,741.9 1,847,113.4 2,304,460.6 1,703,151.8
シ ン ガ ポ ー ル 295,472.5 234,998.5 286,321.3 233,899.4 354,774.7 287,503.9 353,609.4 285,381.2
マ レ ー シ ア 270,475.7 318,502.2 380,778.2 383,687.3 439,167.2 504,802.1 409,310.3 461,812.1
C L M V 756,065.8 388,017.9 878,277.1 444,110.9 1,081,323.0 558,714.6 919,849.4 535,578.2
中 国 926,646.8 1,567,640.6 1,173,761.6 2,127,955.6 1,191,875.3 2,487,122.8 1,176,889.1 2,472,784.5
香 港 350,745.7 62,697.8 365,286.4 90,856.7 348,705.0 95,777.6 382,429.8 90,949.9
台 湾 117,804.9 259,447.4 147,160.5 336,091.5 163,331.8 415,501.9 165,373.4 581,963.3
韓 国 131,746.3 240,846.7 185,709.7 316,742.7 221452.31 355,305.4 209,051.8 302,160.1
中 東 228,812.6 419,370.3 280,691.1 728,241.9 376,749.9 1,234,160.9 362,677.8 1,043,054.0
合 計 7,183,567.6 6,476,267.4 8,568,939.9 8,525,584.6 9,957,072.7 10,569,641.9 9,809,007.7 10,111,933.6

（注）　EUはイギリスを含む28カ国の合計値。CLMVはカンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナムの
合計値。中東は15カ国の合計値。

（出所）　タイ中央銀行（https://www.bot.or.th/）。

　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2018 2019 2020 2021 2022 2023

経 常 収 支 28,478.9	 38,256.4	 20,933.5	 -10,268.5	 -15,742.4	 7,002.1	
貿易・サービス収支 44,922.2	 51,047.4	 25,932.6	 -143.2	 -10,414.9	 8,862.0	
貿 易 22,387.7	 26,724.5	 40,401.6	 32,354.2	 13,543.2	 16,972.0	
輸 出 251,108.1	 242,700.8	 226,983.9	 270,564.3	 285,162.0	 280,209.0	
輸 入 228,720.5	 215,976.3	 186,582.3	 238,210.2	 271,618.9	 263,237.0	

サ ー ビ ス 22,534.5	 24,322.9	 -14,469.0	 -32,497.3	 -23,958.0	 -8,110.0	
輸 送 -11,240.4	 -11,695.3	 -14,662.5	 -23,171.8	 -21,041.6	 -15,690.3	
旅 行 44,282.7	 47,455.3	 9,011.9	 1,675.2	 7,899.8	 18,139.8	

第 一 次 所 得 収 支 -24,458.3	 -19,973.3	 -11,056.4	 -17,568.8	 -14,359.5	 -11,700.3	
第 二 次 所 得 収 支 8,015.0	 7,182.2	 6,057.2	 7,443.4	 9,032.0	 9,840.4	
資 本 移 転 等 収 支 -610.2	 4.0	 43.1	 -19.1	 561.2	 1,995.0	
金 融 収 支 -12,298.7	 -14,761.5	 -11,648.8	 -4,960.0	 6,575.5	 -14,379.6	
直 接 投 資 -3,380.1	 -4,644.8	 -23,543.5	 -3,980.4	 3,717.0	 -5,820.9	
証 券 投 資 -5,760.5	 -8,798.3	 -11,948.1	 -11,966.1	 5,766.9	 -13,189.7	
金 融 派 生 商 品 133.8	 822.1	 -409.9	 -1,156.1	 254.3	 -70.4	
そ の 他 投 資 -3,292.0	 -2,140.5	 24,252.8	 12,142.6	 -3,162.7	 4,701.4	
誤 差 脱 漏 -8,303.6	 -9,916.0	 9,025.7	 8,151.0	 -1,626.3	 7,942.2	
総 合 収 支 7,266.4	 13,583.0	 18,353.5	 -7,096.6	 -10,232.1	 2,559.6	

（注）　2023年は暫定値。2022年は修正値。IMF国際収支マニュアル第 ₆版に基づく。ただし，金融収
支の符号は（-）は資本流出，（＋）は資本流入を意味する。

（出所）　表 4に同じ。


